
職員等の研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用（以下「不正行為等」という。）を防止
するとともに，不正行為等が行われ，又はその恐れがある場合に厳正かつ適切に対応するため，
「北海道教育大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則」（平成18年規則第51
号。以下「不正行為の防止等規則」という。）に基づき，学長を中心とした次のような運営・管
理体制を組織しています。

２.研究活動に係る不正行為の防止等に関する体制

北海道教育大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する体制

最高管理責任者

（学長）

統括管理責任者
（研究担当理事）

管理責任者
（コンプライアンス推進・研究倫理教育の責任者）

各校キャンパス長
教職大学院長

学校臨床心理専攻長
各センター長

各附属学校（園）長
事務局長 等

研究活動に関わる構成員
（公的研究費の運営・管理に関わる教職員等）

役
員
会
等

監

事

具体策の実施
受講管理・指導
モニタリング・改善指導

報告

状況報告

状況報告

具体策の策定・実施
実施のための支援
実施状況確認
（モニタリング）

基本方針の策定
必要な措置

各
責
任
者
・
部
局
に
お
け
る
取
組

報告・意見議 論

監
事
監
査

内
部
監
査

機
関
全
体
の
取
組

内
部
監
査
部
門

（
監
査
室
）

防
止
計
画
推
進
部
署

（
不
正
行
為
等
防
止
計
画
推
進
本
部
）

連携 連携

連携
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